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一般倫理研修ＶＯＤ受講の際の修了証発行について（お願い） 

 

 一般倫理研修は、日本行政書士会連合会会則第６２条の２第３項に基づき、行政書士

会に所属する全会員に受講が義務付けられた５年に１度の必修研修です。 

本研修は原則、日行連中央研修所サイトにて、ビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）で

の受講となっており、すでに多くの会員の皆様が受講されております。 

一般倫理研修受講後に「修了証発行」をクリックすることで研修修了となりますが、

「修了証発行」をクリックされなかった場合、既受講者としてカウントされません。 

研修受講後は必ず修了証を発行していただきますようお願いいたします。 

又、既に研修を受講し修了証を発行していない方は、日行連中央研修所サイトからご

自身の受講状況をご確認いただき、修了証の発行をお願いいたします。 

 

・日行連中央研修所サイトＵＲＬ： https://gyosei.informationstar.jp/ 

 

＜テスト合格後の画面例＞ 

 

https://gyosei.informationstar.jp/

